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　歯周病は、若いときから徐々に進行しています。今年
度の対象者には４月に通知しています。
　ぜひこの機会に受診しましょう。
■期間　平成30年12月末まで
■対象者　今年度以下の年齢を迎える人
　40歳（昭和53年４月２日～昭和54年４月１日生）
　50歳（昭和43年４月２日～昭和44年４月１日生）
　60歳（昭和33年４月２日～昭和34年４月１日生）
　70歳（昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生）
■場所　委託医療機関（要予約）
■料金　700円（町負担額2,800円）
■内容　歯と歯周の検診、検診結果の説明、歯科保健指

導
■問い合わせ
　健康・保険課　保健予防係　
　☎（232）4912

後期高齢者医療被保険者の皆さんへ

お得な歯科検診で
美しい歯と健康を

健康な歯を保ちましょう

歯周疾患検診はお済みですか

　歯科医院で口の中をチェックすることは自分では気付
かない虫歯の早期発見・早期治療につながります。飲み
込む力の検査や口腔乾燥など口腔機能も検査します。定
期的に受診している人も、この機会にぜひ受けてみませ
んか。
■期間　平成31年２月末まで
■場所　町内委託医療機関（要予約）
■対象者　後期高齢者医療制度加入者
■内容　歯と歯周の検診、検診結果の説明、歯科保健指

導、口腔機能評価
■申込方法　健康・保険課または西部支所に保険証を持

参し、受診券を受け取りに来てください。
■費用　400円（町負担額：3,812円）
■申し込み・問い合わせ
　健康・保険課　国民健康保険係
　☎（232）4912
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インフルエンザ予防接種の受け方
■接種期間　12月末まで（開始日は各医療機関にご確認ください）
■対象年齢　１歳以上

＊生活保護受給者、中国残留邦人などに対する支援給付受給者は、「生活保護証明書」を医療機関へ提
出または「中国残留邦人等に対する支援給付本人確認証」を医療機関へ提示すると自己負担額が免
除されます。

■医療機関に持参するもの　◦保険証、免許証など住所が確認できるもの
　　　　　　　　　　　　　◦母子健康手帳（13歳未満は必ず持参してください）

年齢 回数（間隔） 自己負担額（１回につき）
１歳以上13歳未満 ２回（２～４週間） 1,800円13歳以上65歳未満 １回

65歳以上 １回 1,300 円

菊陽町では、家庭ごみとして不燃埋立ごみや資源物を分別して出すこととしており、資源物Ｈ
のペットボトルを出す際には、ふたとラベルは外すルールとしています。
平成29年中、違反ごみとして収集ができなかったごみ袋数は全体で7,325袋ありましたが、
その中でペットボトルの違反割合が27％を占めています。
なぜ、ふたとラベルを外してごみ出しをする必要があるのか菊池郡市４市町で
構成する菊池環境保全組合の施設課にお聞きしました。

収集日に出したペットボトルはどうなっているの？
　ごみステーションで集められたペットボトルは、菊池環境保全組合に搬入し計量
されます。計量後は、民間の選別施設に持ち込まれ選別されます。

選別施設では、どうやって資源化しているの？
　選別施設に運び込まれたペットボトルは、最初にごみ袋を破り取ります。ごみ袋
と中身を選別し、袋の中身だけをコンベヤーで流します。このコンベヤーで流れて
いる分別されたものだけを、圧縮する機械で押し固めます。押し固められたものを
フレークに加工して保管しています。
　ペットボトルのフレークは、リサイクル事業者の施設に運ばれて、卵パックや透
明の小物ケースなどに生まれ変わります。他にも洗剤用のボトルやカーペットやユ
ニフォームなどの繊維、結束バンドなどさまざまなものに再利用されています。

どうして、ふたやラベルを外さなければならないの？
　ペットボトルは透明な部分（ＰＥＴ樹脂）をリサイクルしています。そのため、素
材が異なるプラスチックとして分別しているポリプロピレン製などのふたやポリス
チレン系などのラベルは、ペットボトルのリサイクルをする際に不純物となってし
まいます。なお、ふたの根元に残るリング状のものなど、道具を使わないと取れな
いような部分は外す必要はありません。

限りある資源を大切に

ペットボトルの分別にご協力を
問 環境生活課　ごみ減量推進係　☎（232）2114

ミシン目入りのラベル
（シュリンクラベル）

ラベルのミシン
目から手軽に引
きはがせます

ミシン目入り  →

教えていただいてありがとうございました。
ペットボトルっていろんな商品に再利用されているんだ！限りあ
る資源を有効に活用するため、一人ひとりの取り組みが大切だね。
これからもごみの分別にご協力をお願いします！

運び込まれたペットボトル 圧縮されたペットボトル

手選別した後、コンベヤーで運ばれます

環境保全組合に持ち込まれたペットボトル

教えて
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